
「奥州市消費生活相談員」募集要項

奥州市では，消費生活相談員（会計年度任用職員）を募集します。

１　職　　名
　　消費生活相談員(会計年度任用職員)

２　業務内容
(1)消費生活等に関する相談受付・処理及びこれらに付随する業務
(2)出前講座の講師等、消費者教育及び啓発業務
(3)上記(1)及び(2)に掲げるもののほか、市民生活の安定を図るため必要な業務
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４ 応募資格
　以下の要件(1)、(2)のいずれかに該当する方で、パソコンの基本操作ができ、普通自動車運転免許を有する方
(1) 消費生活相談員資格試験（国家試験）に合格した方
(2) 以下の資格※のいずれかを有する方で、平成28年４月１日施行の改正消費者安全法に基づき，消費生活相談員資格試験に合格したとみなされる方（不明な場合はお問い合わせください）
※　・消費生活専門相談員【独立行政法人国民生活センター】
・消費生活アドバイザー【一般財団法人日本産業協会】
・消費生活コンサルタント【一般財団法人日本消費者協会】

５　選考方法等
　　書類選考及び面接試験
　　　応募者には、試験日程及び作文課題(原稿用紙２枚程度)を後日連絡いたします。
　　　
６　任用期間
　　　令和８年４月１日から(採用が４月1日を過ぎる場合は、採用になった日から)
令和９年３月31日 (勤務実績が良好な場合、本人の同意を得て更新可)

７　勤務条件等
(1) 勤務時間
・週５日（月～金曜日　※土日祝日休み）
・１日の勤務時間　６時間
午前９時から午後４時又は午前10時から午後５時までの交代制
(2) 報酬・手当
　　　　  月額180,851円(交通費別途支給、期末手当の支給あり)
(3) 社会保険等
　　 健康保険(共済組合)、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補償
(4)  休暇
　　　　　　年次休暇（有給）、夏季休暇（有給）、産前・産後休暇(有給)、子等の看護休暇（有給）ほか
(5) 勤務場所
奥州市役所　市民課総合相談室（奥州市水沢大手町一丁目1番地）




８　申　　込
(1)　申込方法
所定の履歴書に必要事項を記入し、資格を証する書類の写しを添付のうえ、奥州市市民環境部市民課総合相談係へ直接又は郵送で提出してください。
※履歴書の職歴には
(2) 申込期限
　令和８年１月30日（金）まで
(3)　提出書類
①　会計年度任用職員採用申込書兼履歴書（別紙）
②　資格を証する書類の写し（資格認定証，普通自動車運転免許証のコピー）
(4)　提出先
奥州市市民環境部市民課総合相談係
〒023－8501
奥州市水沢大手町一丁目１番地
(5)　申込書記入上の注意
①　記載事項に不正（不実記載、事実不記載等）があった場合は資格を失います。
②　※印の欄を除き、数字は算用数字で記入し，該当する箇所は○で囲んでください。
③　職歴欄は、学校卒業後就業した職歴について全て記入してください。就労していない期間も　　記入し、空白期間がないようにしてください。
④　勤務先名称は、略称等を用いず、正式名称を記入してください。
⑤  職務内容については、当該勤務先において従事した事業・業務、担った役割・職責等を詳細に記入してください。

９　その他
(1) 申込時に提出いただいた書類は返却できません。
(2) 提出書類が整っていない場合及び受付終了後は受付できません。



問合せ先　奥州市市民環境部市民課総合相談係
電　話：０１９７－２４－２１１１(内線1140)
住　所：〒０２３－８５０１
奥州市水沢大手町一丁目１番地
奥州市役所　１階



